
注１ 法務省調べによる。
注２ 再犯者率は、検挙人員のうちの再犯者の割合。

再犯者数の推移
刑法犯により検挙された再犯者数は、減少傾向にあるが、検挙人員に占める再

犯者数の比率（再犯者率）は2022（令和４）年49.8％となっており、ここ数年
においては、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況が続いている。

１ 就労・住居の確保
就労と適切な帰住先の確保に取り組むことにより、刑事施設等を出所した者の生

活基盤の安定を推進する。

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進
高齢者又は障がいのあること等の理由により円滑な社会復帰が困難と認められる

者に対して必要な福祉的支援に結び付けることで犯罪等の常習化防止を図る。また、
薬物事犯者やその家族に対して適切な治療・支援を提供できるよう保健・医療機関
等の整備などの薬物依存症からの回復に向けた取組を進める。

３ 非行の防止等
非行の未然防止や早期対応を充実させるとともに、非行を繰り返すことがないよ

う少年を取り巻く環境を整備していくことで少年たちの健全育成を図る。

４ 犯罪をした者等の特性及び個々の課題に応じた効果的な支援
ストーカー・ＤＶ加害者や窃盗犯など、その特性に配慮した支援・指導を実施す

る必要性がある者に対して、犯罪や非行の内容に加えて、対象者一人ひとりの特性
に応じた効果的な再犯防止のための支援の実施を推進する。

５ 民間協力者の活動の促進等
地域における再犯防止の推進を支える保護司等の民間協力者の活動を促進するた

め、人材確保につながる支援や功績に対する表彰を実施する。また、県内の様々な
犯罪予防活動や啓発活動に対する支援を実施し、再犯防止の取組に対する地域の理
解を促進する。

６ 市町村への支援とネットワークの構築
市町村に対する再犯防止等に関する取組の理解促進や市町村と民間団体、国機関

との域内のネットワーク構築に取り組むことで、地域社会における支援連携体制の
強化を図る。

１ 計画の基本目標
「罪を犯した人が立ち直り、地域社会の一員として、ともに生き、支え合う社

会づくり」を促進する。

２ 計画の性格
再犯防止推進法第８条第１項に規定された「地方再犯防止推進計画」として、

国の再犯防止推進計画を勘案し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況
に応じた再犯防止推進施策を円滑に実施するために策定する。

３ 計画の期間
2024（令和６）年度から2028（令和10）年度までの５年間。
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